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 横 浜 市 上 郷 ・ 森 の 家 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 29 年 ７ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 55 号  

   横 浜 市 上 郷 ・ 森 の 家 条 例 施 行 規 則  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 横 浜 市 上 郷 ・ 森 の 家 条 例 （ 平 成 29 年 ２ 月 横 浜

市 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 （ 指 定 管 理 者 の 公 募 ）  

第 ２ 条  市 長 は 、 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 公 募 を 行 う 場 合 は

、 あ ら か じ め 、 指 定 管 理 者 の 指 定 の 基 準 を 定 め 、 か つ 、 こ れ を 公

に し て お く も の と す る 。  

 （ 指 定 申 請 書 の 提 出 等 ）  

第 ３ 条  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 指 定 申 請 書 （

別 記 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 書 に は 、 条 例 第 ５ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 事 業 計 画 書 及

び 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 (1)  定 款 、 規 約 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

 (2)  法 人 に あ っ て は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

 (3)  前 項 の 申 請 書 を 提 出 す る 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 収 支 予 算 書 及

び 事 業 計 画 書 並 び に 前 事 業 年 度 の 収 支 計 算 書 及 び 事 業 報 告 書  

 (4)  横 浜 市 上 郷 ・ 森 の 家 の 管 理 に 関 す る 業 務 の 収 支 予 算 書  

 (5)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 委 任 ）  

第 ４ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 民 局 長 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 条 例 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

別 記 様 式 （ 第 ３ 条 第 １ 項 ）  

 

           指  定  申  請  書            

                        年  月  日   

 （ 申 請 先 ）  

  横 浜 市 長  

                    所  在  地       

                申 請 者  団  体  名       

                    代 表 者 氏 名       

 

  横 浜 市 上 郷 ・ 森 の 家 の 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け た い の で 、 申 請

し ま す 。  
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 （ 注 意 ） 申 請 に 際 し て は 、 次 の 書 類 を 添 付 し て く だ さ い 。  

  (1)  事 業 計 画 書  

  (2)  定 款 、 規 約 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

  (3)  法 人 に あ っ て は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

  (4)  指 定 申 請 書 を 提 出 す る 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 収 支 予 算 書 及

び 事 業 計 画 書 並 び に 前 事 業 年 度 の 収 支 計 算 書 及 び 事 業 報 告 書  

  (5)  横 浜 市 上 郷 ・ 森 の 家 の 管 理 に 関 す る 業 務 の 収 支 予 算 書  

  (6)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

 

                             (A4) 

 

 




